
一

（
厚
生
労
働
委
員
会
）

社
会
経
済
の
変
化
を
踏
ま
え
た
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
案
（
閣
法
第
五
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
働
き
方
や
男
女
の
差
等
に
中
立
的
で
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
家
族
構
成
等
の
多
様
化
を
踏
ま
え
た
年
金
制
度

を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
所
得
再
分
配
機
能
の
強
化
や
私
的
年
金
制
度
の
拡
充
等
に
よ
り
高
齢
期
に
お
け
る
生
活
の
安
定
を
図

る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
短
時
間
労
働
者
に
係
る
被
用
者
保
険
の
適
用
要
件
の
う
ち
、
賃
金
要
件
を
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
企
業
規
模
要
件
を
令
和

九
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
段
階
的
に
引
き
下
げ
、
撤
廃
す
る
。

二
、
常
時
五
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
す
る
個
人
事
業
所
の
非
適
用
業
種
を
解
消
し
、
被
用
者
保
険
の
適
用
事
業
所
と
す
る
。

三
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
の
対
象
と
な
る
事
業
所
の
事
業
主
は
、
短
時
間
被
保
険
者
に
係
る
事
業
主
の
負
担
す
べ
き
保
険

料
の
負
担
割
合
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
負
担
割
合
の
増
加
に
よ
り
増
加
し
た

額
は
、
徴
収
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

四
、
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
支
給
停
止
調
整
額
を
、
六
十
二
万
円
に
引
き
上
げ
る
。



二

五
、
子
の
な
い
二
十
代
か
ら
五
十
代
ま
で
の
配
偶
者
に
係
る
遺
族
厚
生
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
受
給
要
件
等
の
男
女
差
を
解
消

し
、
原
則
五
年
の
有
期
給
付
に
す
る
と
と
も
に
、
所
得
に
応
じ
た
給
付
の
継
続
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

六
、
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
額
に
つ
い
て
、
七
十
五
万
円
に
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
最
高
等
級

に
該
当
す
る
被
保
険
者
数
の
被
保
険
者
総
数
に
占
め
る
割
合
に
着
目
し
て
改
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

七
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
加
入
可
能
年
齢
を
七
十
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
。

八
、
基
礎
年
金
及
び
厚
生
年
金
の
子
の
加
算
を
創
設
し
、
又
は
拡
充
す
る
。

九
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
か
ら
次
期
財
政
検
証
の
翌
年
度
ま
で
の
間
は
、
報
酬
比
例
部
分
の
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
給
付
調
整
を
継
続
し
、
当
該
調
整
に
お
け
る
調
整
率
を
三
分
の
一
に
軽
減
す
る
も
の
と
す
る
。

十
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
次
期
財
政
検
証
に
お
い
て
基
礎
年
金
の
給
付
の
調
整
期
間
の
見
通
し
と
報
酬
比
例
部
分
の
給
付

の
調
整
期
間
の
見
通
し
と
の
間
に
著
し
い
差
異
が
あ
る
等
の
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
調
整
を
同
時
に
終
了
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
当
該
措
置
に
伴
い
年
金
額
が
低
下
す
る
と
き
は
、
そ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め

に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
の
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


